
の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

・
全
部
支
給
額
４
万
２
０
０
０
円
⇩
４
万

２
３
３
０
円

・
一
部
支
給
額
４
万
１
９
９
０
円
〜
９
９

１
０
円
⇩
４
万
２
３
２
０
円
〜
９
９
９
０

円

※

手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
８
月
に
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

８
月
分
の
手
当
か
ら
多
子
加
算
額
が
増

額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
ま
た
は
、
そ
の
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
養
育
者
家
庭
に
対
し
、
医

　

18
歳
ま
で
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
場

合
は
20
歳
未
満
）
の
子
ど
も
を
育
て
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
、
手
当
を

支
給
し
ま
す
。

　

申
請
者
や
同
居
者
の
所
得
に
よ
り
、
手

当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

公
的
年
金
を
受
給
す
る
方
は
、
年
金
額

が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、
そ

の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

ま
す
。

【
手
当
額
の
変
更
】

　

４
月
分
か
ら
手
当
額
が
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
交
付
中
の
証
書
に
は
、
改
定
前

療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※

所
得
制
限
あ
り

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
ま
た
は
同
様

の
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭
に
お
け
る
父
母

の
自
立
を
支
援
し
ま
す
。

●
教
育
訓
練
給
付
金

　

医
療
事
務
、
簿
記
な
ど
、
就
業
に
必
要

な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
受
講
費
用

の
６
割
相
当
額
（
上
限
20
万
円
）
を
助
成

し
ま
す
。
受
講
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

専
門
的
な
資
格
（
看
護
師
、
保
育
士
な

ど
）
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機
関
で
１

年
以
上
修
業
す
る
場
合
に
月
額
７
万
500
円

（
非
課
税
者
は
月
額
10
万
円
）
を
助
成
し

ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
事
前
に
相
談

が
必
要
で
す
。

※

支
給
期
間
、
月
額
は
申
請
し
た
年
度
に

よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□問
子
育
て
支
援
課
☎
○内
４
２
７

　

近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

越
谷
花
火
大
会

□日
７
月
30
日
㈯　

午
後
７
時
〜
（
小
雨
決

行
）

□場
越
谷
市
中
央
市
民
会
館
東
側
、
葛
西
用

水
中
土
手※

車
で
の
来
場
不
可

□問
（
一
社
）
越
谷
市
観
光
協
会

☎
971
・
９
０
０
２

吉
川
八
坂
祭
り

□日
子
ど
も
神
輿
＝
７
月
16
日
㈯　

午
後
１

時
〜
５
時
・
17
日
㈰　

午
前
９
時
〜
午
後

３
時
、
山
車
巡
行
＝
17
日
㈰　

午
後
１
時

〜
５
時
、
神
輿
渡
御
＝
17
日
㈰　

午
後
５

時
30
分
〜
７
時
30
分
、
神
輿
競
演
＝
17
日

㈰　

午
後
８
時
〜
９
時

□場
い
ち
ょ
う
通
り
、
芳
川
神
社
周
辺

□問
よ
し
か
わ
観
光
協
会
☎
982
・
９
６
９
７

「
草
加
ふ
さ
さ
ら
」
草
加
駅
前
よ
さ
こ
い

サ
ン
バ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
６

□日
７
月
23
日
㈯　

午
後
４
時
〜
８
時
30

分
・
24
日
㈰　

午
後
１
時
〜
８
時
30
分

□場
草
加
駅
西
口
周
辺

□内
よ
さ
こ
い
と
サ
ン
バ
の
演
舞

□問
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課

☎
922
・
０
１
５
１

misato style 2016
〜
真
夏
のjazz

＆
グ
ル
メ
フ
ェ
ス
タ
〜

□日
８
月
６
日
㈯　

正
午
〜
午
後
９
時※

小

雨
決
行
（
雨
天
中
止
）

□場
に
お
ど
り
公
園
（
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
三
郷
中
央
駅
前
）　

□内
ジ
ャ
ズ
の
生
演
奏
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ

ト
、
名
産
・
地
産
品
の
販
売
、
市
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の
紹
介
ほ
か

□問
三
郷
市
観
光
協
会
事
務
局
（
三
郷
市
商

工
観
光
課
）
☎
930　
・
７
７
２
１

宝
く
じ
文
化
公
演

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」

□日
８
月
20
日
㈯　

午
後
２
時
開
演

□場
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

出
演　

王
女
＝
折
井
あ
ゆ
み
さ
ん
、
王
子

＝
渡
辺
和
貴
さ
ん
ほ
か

□費
（
全
席
指
定
）
大
人
（
高
校
生
以
上
）

１
０
０
０
円
、
こ
ど
も
（
３
歳
以
上
中
学

生
以
下
）
500
円

※

３
歳
未
満
は
ひ
ざ
上
鑑
賞
無
料
、
座
席

が
必
要
な
場
合
は
有
料

□問
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

☎
992
・
１
０
０
１

■
一
般
書

「
半
席
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山　

文
平　

著

「
荒
仏
師
運
慶
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

梓
澤　

要　

著

「
罪
の
終
わ
り
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
山　

彰
良　

著

「
亀
と
観
覧
車
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口　

有
介　

著

「
花
舞
う
里
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
内　

一
絵　

著

「
『
電
脳
マ
ジ
ョ
ガ
リ
』
狩
り
」　
　
　

向
井　

湘
吾　

著

■
児
童
書

「
博
物
館
の
ひ
み
つ
」　
　
　
　
　
　
　

斎
藤　

靖
二　

監
修

「
音
の
大
研
究
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
井　

武
司　

監
修

「
ウ
ミ
ガ
メ
も
の
が
た
り
」　
　
　
　
　

鈴
木　

ま
も
る　

作
・
絵

「
ね
こ
が
お
お
き
く
な
り
す
ぎ
た
」　
　

ハ
ン
ス
･
ト
ラ
ク
ス
ラ
ー　

作
・
絵

「
お
せ
ん
と
お
こ
ま
」　
　
　
　
　
　
　

飯
野　

和
好　

作
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八
幡
・
八
條
図
書
館

毎
週
月
曜
日 

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
、
11
日
㈷

■
８
月
の
休
館
日

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市

お
り　

い

わ
た 

な
べ 

か
ず　

き

　国民健康保険では、以下の項目で健診を実施しています。
　約1万円かかる健診を、ワンコイン（500円）で受けること
ができます。ぜひ自身の健康管理にお役立てください。

特定健診はワンコイン（500円）！
特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

□問国保年金課☎○内 ８２５

□日 7月29日㈮　午後5時～6時（多少前後する可能性あり）
□場八潮駅構内、やしお駅前公園夜市会場内
□内啓発品の配布

　専業主婦のAさんは、子どもたちの独立をきっかけに、30年連れ添った
夫と協議離婚することになった。夫婦の財産として、婚姻後に購入しロ
ーンを完済した夫名義の自宅マンションと、婚姻中に貯蓄した夫名義の
預金があるが、夫は、いずれも自分の財産だと主張している。財産を分
けてもらいたいＡさんは、夫に対し、何を請求できるか。

　離婚にあたり、夫婦の一方が他方に請求できるものとして、財産分
与・慰謝料・年金分割などがありますが、ここでは財産分与に限ってお
話しします。
　財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産（これを「共有財産」と
いいます）を、夫婦で分け合うことをいいます。本件において、預金と
マンションは夫の名義になっていますが、Aさんは、専業主婦として夫に
協力し、これらの財産の形成に寄与してきたのですから、名義にかかわ
らず、いずれの財産も、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になる
と考えられます（なお、これらの財産が、相続など、夫婦の協力とは無
関係に取得したものであるときは、共有財産にならないこともありま
す）。その分与の割合は、夫婦の一方が財産形成に特別な寄与をしたよ
うな場合を除いて、基本的に2分の1ずつとするのが実務の考え方です。
　したがって、本件において、財産形成につき特別な事情がないことを
前提とすれば、Ａさんは、預金・マンションについてそれぞれ2分の1の
権利を有することになります。
　財産分与の方法は、まずは夫婦間での話し合いによって決めます。マ
ンションを売却するならば、諸費用を差し引いた売却代金を、半分ずつ
分けるとするのが一般的です。夫がマンションに住み続けるというのな
ら、マンションの価格を査定して、その価値の半分を、夫から金銭でも
らうことも考えられます。財産分与の内容・方法について折り合いがつ
かない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に調停の申立てを行い、最終的
には裁判所が、共有財産の額や「その他一切の事情」を考慮して決定し
ます。
　なお、財産分与は、離婚して2年を経過すると請求できなくなってしま
いますので、注意が必要です。財産分与は、専門的な問題を多数含みま
すので、お困りの際は弁護士にご相談ください。

□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　石川（弁護士）

吉
川
市

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
14
日
㈰
・
28
日
㈰　

午
後

２
時
〜

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
７
日
㈰
・
21
日
㈰　

午
前

11
時
〜　

28
日
㈰　

午
後
２
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
７
日
㈰
・
14
日
㈰
・
21
日

㈰　

午
後
２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
８
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

ー 

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
支
援
事
業 

ー

  

は
ん 

せ
き

   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

  

あ
お 

や
ま　
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か
な
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つ
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ひ
が
し
や
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あ
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ら

　

か
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か
ん 

ら
ん  

し
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ぐ
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の
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む
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た
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い
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か
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よ
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法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

ひ
と
り
親
家
庭
自
立
支
援
事
業

必須項目
・診察
・身体計測
・腹囲測定
・血圧測定
・尿検査
・血液検査

・貧血検査
・心電図検査
・眼底検査

医師が必要と認めた場合
健診条件に該当した場合

特定健診PR活動のご案内

事例

問題点と解決策

財産分与

だ　

 

し

と　

ぎ
ょ


